
令和２年度京都府教育委員会免許状更新講習 受講の流れについて

・その他、不明な点については以下にお問い合わせください。

免許状更新講習の受講について 京都府総合教育センター企画研究部

教員免許更新制の制度について 学校教育課教員免許担当

１ 受講の申込 令和２年４月６日（月）～令和２年４月 日（水）

・受講希望者を取りまとめ、管理職が受講管理システムで申込を行う。

・府立学校は学校から、小学校、中学校、義務教育学校は市町（組合）教育委員会、教育局を通じて

申込を行う。幼稚園・幼保連携型認定こども園の受講希望者、受講管理システムによる申込ができな

い受講希望者については様式１を使用すること。

２ 申込完了の通知 令和２年５月 日（金）まで

・「受講番号通知書」を各学校に送付する。

・受講希望者が多数の場合、抽選等により人数調整を行う。人数調整の結果、受講できない場合につ

いては、その旨を書面にて送付する。

３ 各種様式の掲載 令和２年６月１日（月）掲載予定

・提出書類の様式を京都府総合教育センターホームページ（ＩＴＥＣ）に掲載する。

ＵＲＬ：

４ 各種書類の提出 令和２年６月 日（金）必着

・受講者は以下の書類を京都府総合教育センター企画研究部に提出する。

※免許状更新講習受講申込書の「証明者記入欄」には校（園）長の証明が必要

※角型２号封筒を使用し、表面に「受講番号・免許状更新講習受講申込書在中」と朱書きすること。

≪提出先住所≫〒 京都市伏見区桃山毛利長門西町

京都府総合教育センター 企画研究部

５ 免許状更新講習の受講 各講座の実施日

各講座の概要については「令和２年度免許状更新講習対象講座の概要」参照

≪注意事項≫

・実施時間、実施場所、準備物等は京都府総合教育センターホームページ（ＩＴＥＣ）に掲載され

る実施要項で確認すること。

・９時 分から出欠等の確認をするので、それまでに指定の座席に着席すること。

・遅刻した場合は免許状更新講習として受講することはできない。

・災害等によりやむをえず免許状更新講習を中止する場合、振替日は設定しない。

６ 履修証明書の送付 免許状更新講習実施２箇月後を目処に送付

・合格の場合は「免許状更新講習履修証明書」を、不合格の場合はその旨を文書にて送付する。

免許状更新講習受講申込書、受講者事前アンケート、履修証明書返信用封筒（ 円切手貼付）

Ｗ ｅ ｂ 活 用 研 修

出 前 講 座

講 師 対 象 講 座
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Ｗｅｂ活用研修

教員の多忙化を踏まえ、子どもと向き合う時間の確保を考慮して、教職員の負担軽減の観点からＷｅｂを活

用した研修を実施します。

１ Ｗｅｂプラス（Ｗｅｂ＋）講座

＜指定動画コンテンツ視聴（レポート作成）＋センター講座の受講＞

事前に京都教育大学教職キャリア高度化センター提供の指定動画コンテンツを視聴することを講座の一

部とし、時間を有効に活用することができる講座です。京都府総合教育センターでは、午後２時に講座を開

始します。

令和２年度実施講座

講座名 センター講座日

小中をつなぐ理科の見方・考え方講座（Ｗｅｂ＋）

※指定動画コンテンツについては実施要項を参照してください。

令和２年

月 日（火）

受講の流れ

ア 講座当日まで

ｱ 「先生を“究める” Ｗｅｂ講義」動画の指定動画コンテンツを視聴する。

ＵＲＬ⇒

ｲ 視聴後、「Ｗｅｂプラス（Ｗｅｂ＋）講座提出レポート」（様式３）を作成する。

※「Ｗｅｂプラス（Ｗｅｂ＋）講座提出レポート」（様式３）は、京都府総合教育センターホーム

ページ（ＩＴＥＣ）からダウンロードしてください。

イ 講座当日

ｱ 講座受付（午後２時まで）

「Ｗｅｂプラス（Ｗｅｂ＋）講座提出レポート」（様式３）を提出する（講座受講後返却）。

ｲ 講座受講（午後２時～同５時）

「研修講座の受講報告（写し）」を提出する。

※講座受講後、「研修講座の受講報告」及び「Ｗｅｂプラス（Ｗｅｂ＋）講座提出レポート」（様

式３）は各所属校に提出してください。

京都教育大学「先生を“究める” Ｗｅｂ講義」の視聴手順

ア 視聴申込（随時受付。既に申請済の場合は不要）

ｱ 京都教育大学の指定メールアドレス「 」に申し込んでください。

ｲ 件名を「先生を“究める” Ｗｅｂ講義視聴希望」とし、本文に以下の内容を記載してください。

・氏名（ふりがな）

・自宅の住所

・自宅の電話番号（携帯電話番号）

・個人のメールアドレス

・勤務校

※受付後、ＩＤ／パスワードについてメールが届きます。ＩＤ／パスワードの発行までに、一定

の時間がかかります。

イ 指定動画コンテンツの視聴（ＩＤ／パスワード発行後）

京都教育大学教職キャリア高度化センター「先生を“究める” Ｗｅｂ講義」動画から実施要項の指

定動画コンテンツを視聴します。
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Ｗｅｂ活用研修

教員の多忙化を踏まえ、子どもと向き合う時間の確保を考慮して、教職員の負担軽減の観点からＷｅｂを活

用した研修を実施します。

１ Ｗｅｂプラス（Ｗｅｂ＋）講座

＜指定動画コンテンツ視聴（レポート作成）＋センター講座の受講＞

事前に京都教育大学教職キャリア高度化センター提供の指定動画コンテンツを視聴することを講座の一

部とし、時間を有効に活用することができる講座です。京都府総合教育センターでは、午後２時に講座を開

始します。

令和２年度実施講座

講座名 センター講座日

小中をつなぐ理科の見方・考え方講座（Ｗｅｂ＋）

※指定動画コンテンツについては実施要項を参照してください。

令和２年

月 日（火）

受講の流れ

ア 講座当日まで

ｱ 「先生を“究める” Ｗｅｂ講義」動画の指定動画コンテンツを視聴する。

ＵＲＬ⇒

ｲ 視聴後、「Ｗｅｂプラス（Ｗｅｂ＋）講座提出レポート」（様式３）を作成する。

※「Ｗｅｂプラス（Ｗｅｂ＋）講座提出レポート」（様式３）は、京都府総合教育センターホーム

ページ（ＩＴＥＣ）からダウンロードしてください。

イ 講座当日

ｱ 講座受付（午後２時まで）

「Ｗｅｂプラス（Ｗｅｂ＋）講座提出レポート」（様式３）を提出する（講座受講後返却）。

ｲ 講座受講（午後２時～同５時）

「研修講座の受講報告（写し）」を提出する。

※講座受講後、「研修講座の受講報告」及び「Ｗｅｂプラス（Ｗｅｂ＋）講座提出レポート」（様

式３）は各所属校に提出してください。

京都教育大学「先生を“究める” Ｗｅｂ講義」の視聴手順

ア 視聴申込（随時受付。既に申請済の場合は不要）

ｱ 京都教育大学の指定メールアドレス「 」に申し込んでください。

ｲ 件名を「先生を“究める” Ｗｅｂ講義視聴希望」とし、本文に以下の内容を記載してください。

・氏名（ふりがな）

・自宅の住所

・自宅の電話番号（携帯電話番号）

・個人のメールアドレス

・勤務校

※受付後、ＩＤ／パスワードについてメールが届きます。ＩＤ／パスワードの発行までに、一定

の時間がかかります。

イ 指定動画コンテンツの視聴（ＩＤ／パスワード発行後）

京都教育大学教職キャリア高度化センター「先生を“究める” Ｗｅｂ講義」動画から実施要項の指

定動画コンテンツを視聴します。

２ Ｗｅｂコンテンツ視聴研修

＜２つのＷｅｂコンテンツ視聴（レポート作成）＞

下に示す研究機関や大学のＷｅｂコンテンツを２つ視聴し、レポートを２枚作成することで単位認定

し、時間を有効に活用することができる研修です。

令和２年度対象Ｗｅｂコンテンツ

研修の流れ

ア 管理職に連絡の上、対象Ｗｅｂコンテンツを視聴する。

※独立行政法人国立特別支援教育総合研究所及び国立大学法人京都教育大学のＷｅｂコンテンツ視

聴には個人登録が必要です。

イ 視聴後、「Ｗｅｂコンテンツ視聴研修レポート」（様式４）を作成する。

・１コンテンツにつき１枚作成してください。

※「Ｗｅｂコンテンツ視聴研修レポート」（様式４）は、京都府総合教育センターホームページ

（ＩＴＥＣ）からダウンロードしてください。

ウ ２コンテンツ分（合計２枚）のレポートを、管理職に提出する。

レポートの提出

・管理職は、学校で取りまとめて下記住所に郵送してください。

【提出期間】※当日消印有効

前期受付 令和２年７月１日（水）～令和２年８月 日（月）

後期受付 令和２年 月２日（月）～令和２年 月 日（金）

【提 出 先】

〒 京都市伏見区桃山毛利長門西町

京都府総合教育センター 企画研究部

単位の認定

・京都府総合教育センターにてレポートの内容について審査し、単位認定した後、年度末に返却します。

・単位制履修制度における当該分野の単位として認定します。

・単位制履修制度における各年期につき１単位のみ認定します。

その他

・その他、不明な点は以下にお問い合わせください。

京都府総合教育センター企画研究部

コンテンツ配信機関 ＵＲＬ 事前申込

１

独立行政法人教職員支援機構

「ＮＩＴＳのオンライン講座『校内

研修シリーズ』」

不要

２

独立行政法人国立特別支援教育総

合研究所「インターネットによる講

義配信」

必要

３
国立大学法人京都教育大学

「先生を“究める”Ｗｅｂ講義」
必要
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出前講座

学校現場のニーズに応え、充実した研修を支援するために出前講座を実施します。

１ 派遣先、形態等

派 遣 先 形 態

○学校出前講座
（小、中、義務教育学校、府立学校） 出前講座は、センターが予め提示した講座（「７ 出

○学校外出前講座 前講座一覧」）に基づき、センター所員が学校等を訪問
（市町（組合）教育委員会、教育局、 して実施するものです。

教育研究会等）

２ 内容
「７ 出前講座一覧」を参考にしてください。
出前講座の内容等の詳細については、別途配布する「出前講座の実施一覧表」を御覧ください。

３ 実施時期
(1) 期 間：令和２年６月１日～令和３年２月末日

日程等の調整は、夏季休業中・夏季休業中以外に分けて行います。
(2) 時間帯：平日の午前９時から午後５時までの必要な時間（50分から半日程度）

４ 実施回数
(1) 同一校又は同一機関での同一講座の実施は、年２回までとします。

小教研研究協力校（理科・音楽・図画工作・家庭）での実施は、年３回までとします。
(2) 実施可能な回数には限度があるため、以下の調整等を行います。

ア 申込状況によっては、希望される日程でお受けできない場合があります。
イ 夏季休業中は、学校からの申込を優先します。

５ 申込
(1) 申込方法

実施希望の内容に応じ、「７ 出前講座一覧」又は、別途配布する「出前講座の実施一覧表」の

「担当部」に、電話で問い合わせてください。日時、内容等を調整の後、「担当部」からの実施可

の連絡を受け「出前講座」実施申込書（様式５）を電子メール（demae@kyoto-be.ne.jp）又は

ＦＡＸ（075-612-3267）で提出してください。電子メールでの申込は、件名に派遣希望講座の番号

及び講座名を明記してください。様式５は、京都府総合教育センターホームページ（ＩＴＥＣ）か

らダウンロードしてください。

(2) 実施時期及び申込受付期間

実施時期 申込受付期間 決定までの経過

夏季休業中 ４月22日（水） ①担当部と電話で内容、日程等を調整

７月21日（火）

～ ②受付期間終了後、５月25日（月）までに担当部

～ から学校等に日程と担当者等の決定を連絡

８月31日（月）
５月15日（金） ③担当部からの連絡を受けて、様式５を電子メー

ル（又はＦＡＸ）で提出

４月22日（水） ①担当部と電話で内容、日程等を調整

夏季休業中以外

～

②担当部からの連絡を受けて、実施可の場合、様

申込順に日程調整 式５を電子メール（又はＦＡＸ）で提出

６ 出前講座受講者の旅費
受講者の会場への移動に係る旅費については、センター旅費に該当しません。
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出前講座

学校現場のニーズに応え、充実した研修を支援するために出前講座を実施します。

１ 派遣先、形態等

派 遣 先 形 態

○学校出前講座
（小、中、義務教育学校、府立学校） 出前講座は、センターが予め提示した講座（「７ 出

○学校外出前講座 前講座一覧」）に基づき、センター所員が学校等を訪問
（市町（組合）教育委員会、教育局、 して実施するものです。

教育研究会等）

２ 内容
「７ 出前講座一覧」を参考にしてください。
出前講座の内容等の詳細については、別途配布する「出前講座の実施一覧表」を御覧ください。

３ 実施時期
(1) 期 間：令和２年６月１日～令和３年２月末日

日程等の調整は、夏季休業中・夏季休業中以外に分けて行います。
(2) 時間帯：平日の午前９時から午後５時までの必要な時間（50分から半日程度）

４ 実施回数
(1) 同一校又は同一機関での同一講座の実施は、年２回までとします。

小教研研究協力校（理科・音楽・図画工作・家庭）での実施は、年３回までとします。
(2) 実施可能な回数には限度があるため、以下の調整等を行います。

ア 申込状況によっては、希望される日程でお受けできない場合があります。
イ 夏季休業中は、学校からの申込を優先します。

５ 申込
(1) 申込方法

実施希望の内容に応じ、「７ 出前講座一覧」又は、別途配布する「出前講座の実施一覧表」の

「担当部」に、電話で問い合わせてください。日時、内容等を調整の後、「担当部」からの実施可

の連絡を受け「出前講座」実施申込書（様式５）を電子メール（demae@kyoto-be.ne.jp）又は

ＦＡＸ（075-612-3267）で提出してください。電子メールでの申込は、件名に派遣希望講座の番号

及び講座名を明記してください。様式５は、京都府総合教育センターホームページ（ＩＴＥＣ）か

らダウンロードしてください。

(2) 実施時期及び申込受付期間

実施時期 申込受付期間 決定までの経過

夏季休業中 ４月22日（水） ①担当部と電話で内容、日程等を調整

７月21日（火）

～ ②受付期間終了後、５月25日（月）までに担当部

～ から学校等に日程と担当者等の決定を連絡

８月31日（月）
５月15日（金） ③担当部からの連絡を受けて、様式５を電子メー

ル（又はＦＡＸ）で提出

４月22日（水） ①担当部と電話で内容、日程等を調整

夏季休業中以外

～

②担当部からの連絡を受けて、実施可の場合、様

申込順に日程調整 式５を電子メール（又はＦＡＸ）で提出

６ 出前講座受講者の旅費
受講者の会場への移動に係る旅費については、センター旅費に該当しません。

７ 出前講座一覧

番 号 講 座 名 担 当 部 期 間

９０１ 小学校国語科教育講座 研修・支援部
９０２ 小学校算数科教育講座 075-612-2952
９０３ 小学校外国語教育講座
９０４ 小学校道徳教育講座

９０５ 小学校理科教育講座 地域教育支援部
９０６ 小学校音楽科教育講座 0773-43-2934
９０７ 小学校図画工作科教育講座
９０８ 小学校家庭科教育講座

９２０ 中学校学力向上講座 研修・支援部
９２１ 中学校国語科教育講座 075-612-2952
９２２ 中学校数学科教育講座
９２３ 中学校外国語科教育講座
９２４ 中学校道徳教育講座

９２５ 中学校理科教育講座 地域教育支援部
９２６ 中学校音楽科教育講座 0773-43-2934 ６月～２月
９２７ 中学校美術科教育講座
９２８ 中学校技術・家庭科（家庭分野）教育講座

９３０ 情報教育講座 企画研究部
９３１ カリキュラム・マネジメント講座 075-612-2950

９４０ 特別支援教育基礎・理解講座 特別支援教育部
９４１ 特別支援教育授業づくり講座 075-612-2953
９４２ 特別支援教育におけるＩＣＴ活用講座

９５０ 教育相談講座 教育相談部
075-612-2959

９６０ 学校事務職員支援講座 地域教育支援部
９６１ キャリア教育講座 0773-43-2934

９７０ その他 企画研究部
※上記以外でセンターが必要と認めたもの 075-612-2950

※実施する講座や講座内容の詳細については、別途配布する「出前講座の実施一覧表」で御確認く
ださい。
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講師対象講座

小学校、中学校、義務教育学校、府立学校の常勤・非常勤講師を対象とし、講師対象講座を実施します。

１ 講師対象講座Ⅰ

(1) ねらい

教職員としてのコンプライアンス意識を向上させるとともに、情報モラル及び人権教育について理解

を深める。また、道徳教育もしくは生徒指導（部活動指導を含む。）の基本的な在り方を学び、指導力

の向上を図る。

(2) 受講対象者

小学校、中学校、義務教育学校、府立学校の常勤・非常勤講師（講師経験年数を問わない。）及び部

活動指導員のうち、勤務校の校長が推薦する者

(3) 開催日時・会場

Ｎｏ．ＫＴ１ 講師対象講座Ⅰ（センター）

開催日時：令和２年４月21日（火） 午後１時から同５時まで

会 場：京都府総合教育センター

Ｎｏ．ＫＴ２ 講師対象講座Ⅰ（北部）

開催日時：令和２年４月28日（火） 午後１時から同５時まで

会 場：京都府総合教育センター北部研修所

(4) 内容

講義Ⅰ「コンプライアンス意識の向上」

講義Ⅱ「教職員として必要な情報モラル」

講義Ⅲ「人権教育の基本事項」

講義Ⅳ「＜選択＞道徳教育・生徒指導（部活動指導を含む。）」

２ 講師対象講座Ⅱ

(1) ねらい

児童生徒理解に対する認識を深めるとともに、特別支援教育についての基本的事項を学び、指導力の

向上を図る。また、学習指導要領の趣旨を学び、教科指導力の向上を図る。

(2) 受講対象者

小学校、中学校、義務教育学校、府立学校の常勤・非常勤講師（講師経験概ね３年未満の者）及び部

活動指導員のうち、勤務校の校長が推薦する者

(3) 開催日時・会場

Ｎｏ．ＫＴ３ 講師対象講座Ⅱ（センター）

開催日時：令和２年５月12日（火） 午後１時30分から同５時まで

会 場：京都府総合教育センター

Ｎｏ．ＫＴ４ 講師対象講座Ⅱ（北部）

開催日時：令和２年５月19日（火） 午後１時30分から同５時まで

会 場：京都府総合教育センター北部研修所

(4) 内容

講義Ⅰ「教育相談の観点からの児童生徒理解と対応」

講義Ⅱ「特別支援教育の基本的な視点」

講義Ⅲ・研究協議「＜校種別＞授業づくり」
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講師対象講座

小学校、中学校、義務教育学校、府立学校の常勤・非常勤講師を対象とし、講師対象講座を実施します。

１ 講師対象講座Ⅰ

(1) ねらい

教職員としてのコンプライアンス意識を向上させるとともに、情報モラル及び人権教育について理解

を深める。また、道徳教育もしくは生徒指導（部活動指導を含む。）の基本的な在り方を学び、指導力

の向上を図る。

(2) 受講対象者

小学校、中学校、義務教育学校、府立学校の常勤・非常勤講師（講師経験年数を問わない。）及び部

活動指導員のうち、勤務校の校長が推薦する者

(3) 開催日時・会場

Ｎｏ．ＫＴ１ 講師対象講座Ⅰ（センター）

開催日時：令和２年４月21日（火） 午後１時から同５時まで

会 場：京都府総合教育センター

Ｎｏ．ＫＴ２ 講師対象講座Ⅰ（北部）

開催日時：令和２年４月28日（火） 午後１時から同５時まで

会 場：京都府総合教育センター北部研修所

(4) 内容

講義Ⅰ「コンプライアンス意識の向上」

講義Ⅱ「教職員として必要な情報モラル」

講義Ⅲ「人権教育の基本事項」

講義Ⅳ「＜選択＞道徳教育・生徒指導（部活動指導を含む。）」

２ 講師対象講座Ⅱ

(1) ねらい

児童生徒理解に対する認識を深めるとともに、特別支援教育についての基本的事項を学び、指導力の

向上を図る。また、学習指導要領の趣旨を学び、教科指導力の向上を図る。

(2) 受講対象者

小学校、中学校、義務教育学校、府立学校の常勤・非常勤講師（講師経験概ね３年未満の者）及び部

活動指導員のうち、勤務校の校長が推薦する者

(3) 開催日時・会場

Ｎｏ．ＫＴ３ 講師対象講座Ⅱ（センター）

開催日時：令和２年５月12日（火） 午後１時30分から同５時まで

会 場：京都府総合教育センター

Ｎｏ．ＫＴ４ 講師対象講座Ⅱ（北部）

開催日時：令和２年５月19日（火） 午後１時30分から同５時まで

会 場：京都府総合教育センター北部研修所

(4) 内容

講義Ⅰ「教育相談の観点からの児童生徒理解と対応」

講義Ⅱ「特別支援教育の基本的な視点」

講義Ⅲ・研究協議「＜校種別＞授業づくり」

３ 受講申込

(1) 定員

Ｎｏ．ＫＴ１ 講師対象講座Ⅰ（センター） 400名

Ｎｏ．ＫＴ２ 講師対象講座Ⅰ（北部） 180名

Ｎｏ．ＫＴ３ 講師対象講座Ⅱ（センター） 150名

Ｎｏ．ＫＴ４ 講師対象講座Ⅱ（北部） 100名

(2) 申込方法

受講対象者から希望があった場合、管理職は講師対象講座受講申込書（様式６）を使用して申込をし

てください。講師対象講座受講申込書（様式６）は京都府総合教育センターホームページ（ＩＴＥＣ）

からダウンロードしてください。

※受講管理システムからの申込はできません。

【申込期間】

講師対象講座Ⅰ（Ｎｏ．ＫＴ１、ＫＴ２） 令和２年４月６日（月）～令和２年４月15日（水）

講師対象講座Ⅱ（Ｎｏ．ＫＴ３、ＫＴ４） 令和２年４月６日（月）～令和２年４月22日（水）

※講師対象講座Ⅰ・Ⅱを同時に申込むことも可能です。

【申込先】

・小学校、中学校、義務教育学校

所管する市町（組合）教育委員会に申込

・府立学校

京都府総合教育センター企画研究部（ed-center-kenkyu@pref.kyoto.lg.jp）あてに電子メールに

て直接申込

(3) 選択欄の記入

講師対象講座Ⅰ（Ｎｏ．ＫＴ１、ＫＴ２）は、道徳教育もしくは生徒指導（部活動指導を含む。）か

ら選択して下さい。

講師対象講座Ⅱ（Ｎｏ．ＫＴ３、ＫＴ４）は、校種（小・中・高・特支）から選択して下さい。

４ その他

・受講者の旅費については、センター旅費とします。

・受講者の単位認定は行いません。

・講師対象講座Ⅰ・Ⅱのうち、１講座のみの受講も可能です。

・この講座の受講の有無については、教員採用選考には関係しません。

・その他、不明な点は以下にお問い合わせください。

京都府総合教育センター企画研究部 075-612-2950

ed-center-kenkyu@pref.kyoto.lg.jp
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